
教
育
委
員
会
規
則

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

土
地
改
良
区
の
解
散
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
占
用
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
の
指
定
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
取
扱
店
舗
及
び
取
扱
事
務
を
定
め
る
告
示
の
一

部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
…
…
三

警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
公
印
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

清
算
人
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

落
札
者
等
の
公
示
（
五
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
教
育
委
員
会
規
則

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
小
学
校
の
部
の
第
一
級
学
校
の
款
の
玖
珠
郡
の
項
中
「
、
古
後
小
学
校
」
を
削
り
、
同
款
の

中
津
市
の
項
中
「
深
水
小
学
校
」
の
下
に
「
、
津
民
小
学
校
」
を
加
え
、
同
款
の
日
田
市
の
項
中
「
小
野
小

学
校
、
前
津
江
小
学
校
、
」
を
削
り
、
同
款
の
竹
田
市
の
項
中
「
白
丹
小
学
校
」
を
「
菅
生
小
学
校
、
白
丹

小
学
校
、
都
野
小
学
校
」
に
改
め
、
同
款
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

国
東
市

国
見
小
学
校

別
表
第
一
の
小
学
校
の
部
の
第
二
級
学
校
の
款
の
玖
珠
郡
の
項
中
「
日
出
生
小
学
校
」
の
下
に
「
、
古
後

小
学
校
」
を
加
え
、
同
款
の
日
田
市
の
項
中
「
津
江
小
学
校
」
を
「
前
津
江
小
学
校
、
津
江
小
学
校
」
に
改

め
、
同
部
の
へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
学
校
の
款
の
別
府
市
の
項
及
び
中
津
市
の
項
を
削
り
、
同
款
の
佐
伯
市

の
項
中
「
米
水
津
小
学
校
」
を
「
本
匠
小
学
校
、
米
水
津
小
学
校
」
に
改
め
、
同
款
の
竹
田
市
の
項
中
「
菅

生
小
学
校
、
都
野
小
学
校
」
を
「
久
住
小
学
校
」
に
改
め
、
同
表
の
中
学
校
の
部
の
第
一
級
学
校
の
款
の
日

田
市
の
項
中
「
前
津
江
中
学
校
、
」
を
削
り
、
同
款
の
竹
田
市
の
項
中
「
直
入
中
学
校
」
を
「
久
住
中
学

校
、
都
野
中
学
校
、
直
入
中
学
校
」
に
改
め
、
同
款
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

国
東
市

国
見
中
学
校

別
表
第
一
の
中
学
校
の
部
の
第
二
級
学
校
の
款
の
日
田
市
の
項
中
「
津
江
中
学
校
」
を
「
前
津
江
中
学

校
、
津
江
中
学
校
」
に
改
め
、
同
部
の
へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
学
校
の
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
学
校

佐
伯
市

本
匠
中
学
校

別
表
第
二
の
小
学
校
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

小
学
校
の
部

日
田
市

小
野
小
学
校

別
表
第
二
の
中
学
校
の
部
の
佐
伯
市
の
項
中
「
本
匠
中
学
校
、
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
た
職
員
で
、
当
該
職
員
に
係
る
改
正
後
の
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
以
下

「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
へ
き
地
手
当
の
月
額
が
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手

当
の
月
額
（
以
下
「
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

（
改
正
後
の
規
則
に
基
づ
く
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
。
）
に
係
る
へ
き

地
学
校
、
へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
学
校
及
び
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
大

分
県
条
例
第
五
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
の
指
定
並
び
に
へ
き
地

目

次

令

和

四

年

（ 金 曜 日 ）

第

二

九

〇

号

三

月

十

一

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
三
月
十
一
日

一

大
分
県
報
（
教
育
委
規
則
）



土

地

改

良

区

名

所

在

地

認

可

年

月

日

伊
美
郷
土
地
改
良
区

国
東
市

令
四
・

二
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

域

県
道
庄
内
久
住
線

竹
田
市
久
住
町
大
字
栢
木
字
高
畦
六
〇
三
七
番
一
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
栢
木
字
中
園
五
五
六
七
番
三
ま
で

県
道
佐
伯
蒲
江
線

佐
伯
市
大
字
堅
田
字
通
山
九
五
五
番
か
ら

佐
伯
市
大
字
堅
田
字
ト
ウ
鼻
九
〇
五
番
三
ま
で

県
道
長
良
木
立
線

佐
伯
市
大
字
長
良
字
寺
ノ
上
二
二
九
〇
番
二
か
ら

佐
伯
市
大
字
長
良
字
野
中
二
二
九
八
番
三
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

株
式
会
社
北
九
州
銀
行

大
分
支
店

中
津
支
店

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式

会
社

大
分
支
店

株
式
会
社
北
九
州
銀
行

大
分
支
店

中
津
支
店

「

を
」

「

に
改
め
、
同
表
そ
の
二
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」

」

手
当
の
支
給
割
合
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施

行
日
以
後
当
該
職
員
が
施
行
日
の
前
日
に
勤
務
し
て
い
た
学
校
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
場
合
（
当
該
学
校

の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
職
員
に
支
給
す
る
へ
き
地
手
当
の
月
額
が
当
該
職
員
に
係
る
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
。

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地

改
良
区
の
解
散
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更

新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を

防
止
す
る
た
め

四

占
用
の
制
限
を
開
始
す
る
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
告
示
第
百
九
号

大
分
県
の
指
定
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
取
扱
店
舗
及
び
取
扱
事
務
を
定
め
る
告
示
（
平
成

二
十
年
大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
二
条
の
表
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
そ
の
一
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、

に
改
め
る
。

二

大
分
県
報
（
教
育
委
規
則
・
告
示
）

令
和
四
年
三
月
十
一
日



候
補
者
氏
名

吉
良
州
司
候
補
者
届
出
政
党

又
は
所
属
党
派

無
所
属

期
間
１
２
月
７
日
か
ら

１
２
月
２
２
日
ま
で
第
３
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

吉
良
卓
司

円
００００

２
４
１
，２
３
０００００００

２
４
１
，２
３
０

６
，３
３
５
，６
７
５

６
，５
７
６
，９
０
５

支
出

人
件
費

家
屋
費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信
費

交
通
費

印
刷
費

広
告
費

文
具
費

食
糧
費

休
泊
費

雑
費

今
回
計

前
回
計

総
計

円
００００

５
，０
０
０
，０
０
０

５
，０
０
０
，０
０
０

0
件

収
入

主
た
る
寄
附

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回
計

前
回
計

総
計

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
目

金
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

０
円

ビ
ラ
の
作
成

０
円

ポ
ス
タ
ー
の
作
成

０
円

選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

０
円

選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

０
円

個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

０
円

計
０
円

報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
４
年
１
月
１
４
日

第
３
回
報
告
分

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
十
月

三
十
一
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び

支
出
の
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

第
三
回
報
告
分

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
選
挙
の
種
類
令
和
３
年
１
０
月
３
１
日
執
行
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
（
大
分
県
第
１
区
）

２
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

２
４
，８
９
６
，２
０
０
円

３
収
支
報
告
書
の
要
旨

令
和
四
年
三
月
十
一
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）



氏

名

住

所

伊

美

哲

二

国
東
市
国
見
町
野
田
二
五
四
〇
番
地
四

藤

本

勝

信

〃

国
見
町
伊
美
二
の
二
七
一
一
番
地
一
五

候
補
者
氏
名

岩
屋
毅

候
補
者
届
出
政
党

又
は
所
属
党
派
自
由
民
主
党
期
間
１
２
月
１
４
日
か
ら

１
２
月
２
８
日
ま
で
第
３
回
分

出
納
責
任
者
氏
名

市
川
忠
男

円
１
４
２
，５
０
０

１
２
５
，４
０
０

１
２
５
，４
０
００００

６
２
６
，９
２
０００００

４
７
，８
５
０

９
４
２
，６
７
０

６
，６
４
６
，２
２
４

７
，５
８
８
，８
９
４

支
出

人
件
費

家
屋
費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信
費

交
通
費

印
刷
費

広
告
費

文
具
費

食
糧
費

休
泊
費

雑
費

今
回
計

前
回
計

総
計

円
００００

１
０
，０
０
０
，０
０
０

１
０
，０
０
０
，０
０
０

0
件

収
入

主
た
る
寄
附

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回
計

前
回
計

総
計

支
出
の
う
ち
公
費

負
担
相
当
額

項
目

金
額

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

０
円

ビ
ラ
の
作
成

０
円

ポ
ス
タ
ー
の
作
成

０
円

選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

０
円

選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

０
円

個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

０
円

計
０
円

報
告
書
受
理
年
月
日

令
和
４
年
１
月
１
３
日

第
３
回
報
告
分

〇
警

察

本

部

訓

令

〇
公

告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
清
算
法
人
伊
美
郷
土
地
改
良
区
（
国
東
市
）
か
ら
、
就
任
し
た
清
算
人

の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
選
挙
の
種
類
令
和
３
年
１
０
月
３
１
日
執
行
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
（
大
分
県
第
３
区
）

２
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

２
３
，６
３
６
，０
０
０
円

３
収
支
報
告
書
の
要
旨

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
３
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
公
印
管
理
規
程
（
平
成
６
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
１
１
日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

第
４
条
第
１
項
中
「
含
む
」
の
次
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
２
項
中
「
科
学
捜
査
研
究
所
に

あ
っ
て
は
副
所
長
、
交
通
機
動
隊
、
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
及
び
機
動
隊
に
あ
っ
て
は
副
隊
長
」
を
「
次
席

の
職
務
に
準
ず
る
職
を
含
む
。
」
に
改
め
る
。

別
表
の
大
分
県
警
察
本
部
打
出
印
の
項
中
「
各
署
長
」
を
「
、
各
警
察
署
長
（
大
分
南
警
察
署
長
を
除

く
。
）
」
に
改
め
、
同
表
の
各
警
察
署
長
印
の
項
及
び
各
警
察
署
印
の
項
中
「
各
署
長
」
を
「
各
警
察
署

長
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
３
月
１
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

四

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
・
公
告
）

令
和
四
年
三
月
十
一
日



森

吉

一

利

〃

国
見
町
伊
美
二
四
〇
七
番
地
二

大

塩

照

明

〃

国
見
町
野
田
九
三
九
番
地

大

石

時

夫

〃

国
見
町
赤
根
二
一
〇
三
番
地
一

都

留

喜
多
男

〃

国
見
町
中
九
七
三
番
地
一

川

上

鉄
之
助

〃

国
東
町
富
来
浦
一
八
五
一
番
地
三
八

田

中

徹

治

〃

国
見
町
中
三
七
四
番
地
二

河

野

通

明

〃

国
見
町
千
燈
八
六
二
番
地

池

田

芳

夫

〃

国
見
町
中
一
〇
一
三
番
地

峯

野

律

雄

〃

国
見
町
伊
美
一
七
八
九
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
杵
築
高
等
学
校
ほ
か
十
九
施
設
で
使
用
す
る
電
気
五
百
一
万
八
千
六
百
五
十
七
キ
ロ
ワ
ッ
ト

ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

服

部

剛

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

八
千
四
百
七
十
万
九
百
四
十
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
三
年
十
二
月
七
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
高
田
高
等
学
校
ほ
か
十
五
施
設
で
使
用
す
る
電
気
五
百
五
十
七
万
七
千
二
百
六
十
一
キ
ロ
ワ

ッ
ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

服

部

剛

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

九
千
百
九
十
一
万
九
千
百
三
十
五
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
三
年
十
二
月
七
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
国
東
高
等
学
校
ほ
か
二
十
施
設
で
使
用
す
る
電
気
四
百
九
十
一
万
四
千
八
百
六
十
三
キ
ロ
ワ

ッ
ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

令
和
四
年
三
月
十
一
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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〰
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〰
〰
〰
〰
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〰
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〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

服

部

剛

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

八
千
三
百
三
十
六
万
三
千
八
百
七
十
五
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
三
年
十
二
月
七
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校
ほ
か
七
施
設
で
使
用
す
る
電
気
二
百
八
十
五
万
五
千
九
百
十
一
キ
ロ
ワ

ッ
ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

服

部

剛

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

四
千
四
百
九
十
四
万
千
七
百
八
十
八
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
三
年
十
二
月
七
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
警
察
本
部
庁
舎
別
館
ほ
か
十
三
施
設
で
使
用
す
る
電
気

二
百
八
十
六
万
三
百
十
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
州
電
力
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

服

部

剛

大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

五

落
札
金
額

四
千
四
百
九
十
九
万
七
千
九
百
六
十
三
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
三
年
十
二
月
七
日

六

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
三
月
十
一
日


